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(57)【要約】
【課題】トラブルを回避しつつ、緊急な要件を利用者に
伝えることが可能な電話機を提供する。
【解決手段】携帯電話機２０において、送受信部１は、
外部携帯電話機２２を示す発信元電話番号情報を含む着
信信号と、外部携帯電話機２２との音声電話通信を許可
する旨の許可転送信号とを受信する。記憶部４は、転送
先携帯電話機２１を含む複数の電話機のそれぞれを特定
する複数の通信先電話番号情報を記憶する。制御部７は
、送受信部１が着信信号を受信した場合、着信信号に含
まれる発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として
記憶部４に記憶されていると、外部携帯電話機２２との
音声電話通信を許可し、発信元電話番号情報が通信先電
話番号情報として記憶部４に記憶されていないと、発信
元電話番号情報を転送先携帯電話機２１に通知し、許可
転送信号を送受信部１が受信すると、外部携帯電話機２
２との音声電話通信を許可する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、前記発信元の電話機との
通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部と、
　予め定められた転送先電話機を含む複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電
話番号情報を記憶する記憶部と、
　前記通信部が着信信号を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信元電話番号情報が
前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記憶されていると、前記発信元の電話機との
通信を許可し、当該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記
憶されていないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知し、前記許可信号
を前記通信部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制御部と、を有する
電話機。
【請求項２】
　請求項１に記載の電話機において、
　前記制御部は、前記着信信号を前記転送先電話機に転送することで、前記発信元電話番
号情報を前記転送先電話機に通知する、電話機。
【請求項３】
　請求項２に記載の電話機において、
　前記許可信号は、前記転送先電話機から転送された前記着信信号である、電話機。
【請求項４】
　電話機と、転送先電話機と、を有する通信システムであって、
　前記電話機は、
　発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、前記発信元の電話機との
通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部と、
　転送先電話機を含む複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電話番号情報を記
憶する記憶部と、
　前記通信部が着信信号を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信元電話番号情報が
前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記憶されていると、前記発信元の電話機との
通信を許可し、当該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記
憶されていないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知し、前記許可信号
を前記通信部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制御部と、を有し、
　前記転送先電話機は、
　前記発信元電話番号情報を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した発信元電話番号情報を表示する表示部と、
　前記発信元電話番号情報にて特定される発信元の電話機との通信を許可する許可操作が
行われる操作部と、
　前記操作部に対して前記許可操作が行われた場合、前記許可信号を前記電話機に送信す
る管理部と、を有する、通信システム。
【請求項５】
　発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、前記発信元の電話機との
通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部を有する電話機で行われる通信方法であ
って、
　予め定められた転送先電話機を含む複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電
話番号情報を記憶する記憶ステップと、
　前記通信部が着信信号を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信元電話番号情報が
前記通信先電話番号情報として前記記憶ステップに記憶されていると、前記発信元の電話
機との通信を許可し、当該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶
ステップに記憶されていないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知し、
前記許可信号を前記通信部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制御ス
テップと、を有する通信方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転送機能を有する電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの子供や老人が携帯電話機を所持するようになっている。子供や老人が携帯
電話機を所持する場合、好ましくない人物からの通話によって、子供や老人が事件等のト
ラブルに巻き込まれる可能性がある。
【０００３】
　これに対して、特許文献１および２には、携帯電話機に予め登録された発信元からの着
信を拒否する技術が開示されている。
【０００４】
　特許文献１には、メールの発信元のメールアドレスが予め登録されている場合、そのメ
ールの着信を拒否する携帯端末が開示されている。また、特許文献１に記載の携帯端末は
、そのメールの発信元のメールアドレスが予め登録されていない場合でも、保護者などが
利用する別の携帯端末に発信元のメールアドレスを通知して、その別の携帯端末からの応
答によっては、発信元のメールアドレスからの着信を拒否する。
【０００５】
　特許文献２には、音声電話の着信の発信元の電話番号が予め登録され、かつ、利用者が
予め定められた場所にいる場合、その音声電話の着信を拒否する音声通信端末が開示され
ている。
【０００６】
　特許文献１および２に記載の技術により、携帯電話機は、音声電話の発信元の携帯電話
機の電話番号情報が予め登録されている場合、その音声電話の着信を拒否し、音声電話の
着信の発信元の電話番号情報が予め登録されていない場合でも、保護者などが利用する別
の携帯電話機に発信元の電話番号を通知して、その別の携帯電話機からの応答によっては
、発信元の携帯電話機からの着信を拒否することが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２９３３９７号公報
【特許文献２】特開２００７－０３６３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１および２に記載の技術では、携帯電話機が、予め登録されて
いる電話番号の携帯電話機から、緊急な要件などを伝える着信があっても、その着信を拒
否するため、緊急な要件を利用者に伝えることができないという課題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、トラブルを回避しつつ、緊急な要件を利用者に伝えることが可能な電
話機、通信システム、および通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の携帯電話機は、発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、
前記発信元の電話機との通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部と、予め定めら
れた転送先電話機を含む複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電話番号情報を
記憶する記憶部と、前記通信部が着信信号を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信
元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記憶されていると、前記発
信元の電話機との通信を許可し、当該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報とし
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て前記記憶部に記憶されていないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知
し、前記許可信号を前記通信部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制
御部と、を有する。
【００１１】
　本発明の通信システムは、電話機と、転送先電話機と、を有する通信システムであって
、前記電話機は、発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、前記発信
元の電話機との通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部と、転送先電話機を含む
複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電話番号情報を記憶する記憶部と、前記
通信部が着信信号を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信元電話番号情報が前記通
信先電話番号情報として前記記憶部に記憶されていると、前記発信元の電話機との通信を
許可し、当該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶部に記憶され
ていないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知し、前記許可信号を前記
通信部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制御部と、を有し、前記転
送先電話機は、前記発信元電話番号情報を受信する受信部と、前記受信部が受信した発信
元電話番号情報を表示する表示部と、前記発信元電話番号情報にて特定される発信元の電
話機との通信を許可する許可操作が行われる操作部と、前記操作部に対して前記許可操作
が行われた場合、前記許可信号を前記電話機に送信する管理部と、を有する。
【００１２】
　本発明の通信方法は、発信元の電話機を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、前
記発信元の電話機との通信を許可する旨の許可信号とを受信する通信部を有する電話機で
行われる通信方法であって、予め定められた転送先電話機を含む複数の電話機のそれぞれ
を特定する複数の通信先電話番号情報を記憶する記憶ステップと、前記通信部が着信信号
を受信した場合、当該着信信号に含まれる発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報
として前記記憶ステップに記憶されていると、前記発信元の電話機との通信を許可し、当
該発信元電話番号情報が前記通信先電話番号情報として前記記憶ステップに記憶されてい
ないと、前記発信元電話番号情報を前記転送先電話機に通知し、前記許可信号を前記通信
部が受信すると、前記発信元の電話機との通信を許可する制御ステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、トラブルを回避しつつ、緊急な要件を利用者に伝えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態の通信システムを示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態の携帯電話機の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態の転送先携帯電話機の構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態の通信システムの動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態の通信システム４０を示すブロック図である。
【００１７】
　図１に示される通信システム４０は、携帯電話機２０と、転送先携帯電話機２１と、を
有する。
【００１８】
　通信システム４０は、外部にある携帯電話機である外部携帯電話機２２と、携帯電話通
信網２３を介して通信を行う。
【００１９】
　携帯電話機２０は、転送先携帯電話機２１および外部携帯電話機２２と、携帯電話通信
網２３を介して通信を行う。携帯電話機２０は、受信者３０により操作される。受信者３
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０としては、子供や老人などが想定される。
【００２０】
　転送先携帯電話機２１は、携帯電話機２０および外部携帯電話機２２と、携帯電話通信
網２３を介して通信を行う。転送先携帯電話機２１は、受信者３１により操作される。受
信者３１としては、受信者３０の保護者などが想定される。
【００２１】
　外部携帯電話機２２は、携帯電話機２０および転送先携帯電話機２１と、携帯電話通信
網２３を介して通信を行う。外部携帯電話機２２は、発信者３２により操作される。
【００２２】
　図２は、携帯電話機２０の構成の一例を示す図である。
【００２３】
　図２に示される携帯電話機２０は、送受信部１と、送受信用アンテナ２と、操作部３と
、記憶部４と、呼出部５と、表示部６と、制御部７と、を有する。
【００２４】
　送受信部１は、送受信用アンテナ２を介して、外部携帯電話機２２から着信信号を受信
し、転送先携帯電話機２１から許可転送信号を受信する。なお、送受信部１は通信部の一
例である。
【００２５】
　着信信号は、外部携帯電話機２２が携帯電話機２０と音声電話通信を行うために、外部
携帯電話機２２が送信する信号である。したがって、外部携帯電話機２２は、着信信号の
発信元の電話機となり、携帯電話機２０は、着信信号の発信先の電話機となる。着信信号
は、外部携帯電話機２２の電話番号情報を発信元電話番号情報として含み、携帯電話機２
０の電話番号情報を発信先電話番号情報として含む。
【００２６】
　許可転送信号は、携帯電話機２０が外部携帯電話機２２と音声電話通信を行うことを許
可する旨の許可信号であり、予め定められた携帯電話機である転送先携帯電話機２１に転
送された着信信号を携帯電話機２０に再度転送するために、転送先携帯電話機２１が送信
する信号である。許可転送信号は、転送先携帯電話機２１の電話番号情報を転送元電話番
号情報として含み、携帯電話機２０の電話番号情報を転送先電話番号情報として含み、外
部携帯電話機２２の電話番号情報を発信元電話番号情報として含む。
【００２７】
　操作部３は、受信者３０から外部携帯電話機２２との音声電話通信を開始するための通
話接続操作が行われると、通話接続操作が行われたことを示す通話接続入力信号を送信す
る。例えば、操作部３はキー入力装置であり、入力操作は、キー入力装置内の所定のキー
の押下である。
【００２８】
　記憶部４は、予め定められた電話機を特定する所定通信先電話番号情報を含む複数の通
信先電話番号情報を有する電話帳データベースを記憶する。
【００２９】
　通信先電話番号情報は、携帯電話機２０が音声電話通信を行うことが許可されている携
帯電話機の電話番号情報である。所定通信先電話番号情報は、着信信号の転送先の電話機
の電話番号情報である。本実施形態では、予め定められた転送先電話機は、転送先携帯電
話機２１であるとしている。
【００３０】
　呼出部５は、種々の情報を受信者３０に通知する。例えば、呼出部５は、スピーカおよ
びバイブレータの少なくとも一方であり、種々の情報を、音声および振動の少なくとも一
方で通知する。
【００３１】
　表示部６は、種々の情報を表示する。
【００３２】
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　送受信部１が着信信号を受信した場合、制御部７は、その着信信号から発信元電話番号
情報を抽出する。
【００３３】
　制御部７は、抽出した発信元電話番号情報を、記憶部４に記憶された電話帳データベー
ス内の通信先電話番号情報のそれぞれと照合して、抽出した発信元電話番号情報が通信先
電話番号情報として記憶部４に記憶されているか否かを判断する。
【００３４】
　発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として記憶部４に記憶されている場合、制御
部７は、発信元の電話機と音声電話通信を行うことを許可し、発信元電話番号情報を許可
電話番号情報に設定する。なお、許可電話番号情報は、携帯電話機２０と音声電話通信を
行うことが許可された許可携帯電話機の電話番号情報である。
【００３５】
　発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として記憶部４に記憶されていない場合、制
御部７は、電話帳データベース内の所定通信先電話番号情報にて特定される転送先携帯電
話機２１に送受信部１を介して照会転送信号を送信する。
【００３６】
　照会転送信号は、着信信号を予め定められた転送先携帯電話機２１に転送するために携
帯電話機２０が送信する信号である。照会転送信号は、携帯電話機２０の電話番号情報を
転送元電話番号情報として含み、転送先携帯電話機２１の電話番号情報を転送先電話番号
情報として含み、外部携帯電話機２２を発信元電話番号情報として含む。
【００３７】
　送受信部１が許可転送信号を受信した場合、制御部７は、許可転送信号から転送元電話
番号情報および発信元電話番号情報を抽出する。
【００３８】
　制御部７は、抽出した転送元電話番号情報を、記憶部４に記憶された電話帳データベー
ス内の所定通信先電話番号情報である転送先携帯電話機２１の電話番号情報と照合する。
制御部７は、抽出した転送元電話番号情報が所定通信先電話番号情報と同じであると判断
した場合、発信元の電話機との音声電話通信を許可し、発信元電話番号情報を許可電話番
号情報に設定する。本実施形態では、抽出した転送元電話番号情報は転送先携帯電話機２
１の電話番号情報であり、所定通信先電話番号情報も転送先携帯電話機２１の電話番号情
報であるので、制御部７は、抽出した転送元電話番号情報が所定通信先電話番号情報と同
じであると判断する。
【００３９】
　許可携帯電話機との音声電話通信を許可した場合、制御部７は、呼出部５を用いて、許
可携帯電話機からの着信を通知し、許可電話番号情報を表示部６に表示する。
【００４０】
　制御部７は、許可携帯電話機からの着信を通知したあとで操作部３から通話接続入力信
号を受信すると、許可携帯電話機と音声電話通信を開始する。
【００４１】
　図３は、本発明の一実施形態の転送先携帯電話機２１の構成を示す図である。
【００４２】
　図３に示される転送先携帯電話機２１は、送受信部１１と、送受信用アンテナ１２と、
操作部１３と、呼出部１５と、表示部１６と、管理部１７と、を有する。
【００４３】
　送受信部１１は、携帯電話機２０から照会転送信号を、送受信用アンテナ１２を介して
受信する。なお、送受信部１１は、受信部の一例である。
【００４４】
　操作部１３は、受信者３１から転送先携帯電話機２１が外部携帯電話機２２との音声電
話通信を開始するための転送接続操作が行われると、転送接続操作が行われたことを示す
転送接続入力信号を送信する。例えば、操作部１３は複数のキーを含むキー入力装置であ
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り、転送接続操作は、複数のキーのうちの転送接続用キーの押下である。
【００４５】
　操作部１３は、受信者３１から携帯電話機２０が外部携帯電話機２２との音声電話通信
を開始することを許可するための許可操作が行われると、許可操作が行われたことを示す
許可入力信号を送信する。例えば、許可操作は、操作部１３の複数のキーのうちの許可用
キーの押下である。
【００４６】
　操作部１３は、受信者３１から外部携帯電話機２２との音声電話通信を終了するための
入力操作である通話切断操作が行われると、通話切断操作が行われたことを示す通話切断
入力信号を送信する。例えば、通話切断操作は、操作部１３の複数のキーのうちの通話切
断用キーの押下である。
【００４７】
　呼出部１５は、種々の情報を受信者３１に通知する。例えば、呼出部１５は、スピーカ
およびバイブレータの少なくとも一方であり、種々の情報を、音声および振動の少なくと
も一方で通知する。
【００４８】
　表示部１６は、種々の情報を表示する。
【００４９】
　送受信部１１が照会転送信号を受信した場合、管理部１７は、照会転送信号から発信元
電話番号情報を抽出する。そして、管理部１７は、呼出部１５を用いて、照会転送信号の
着信を通知し、発信元電話番号情報を表示部１６に表示する。
【００５０】
　照会転送信号の着信を通知した後で、管理部１７は、操作部１３から転送接続入力信号
を受信すると、外部携帯電話機２２と音声電話通信を開始する。その後、管理部１７は、
通話切断入力信号を受信すると、外部携帯電話機２２との音声電話通信を終了する。
【００５１】
　また、照会転送信号の着信を通知した後で、管理部１７は、操作部１３から許可入力信
号を受信すると、送受信部１１に許可転送信号を送信する。したがって、許可転送信号は
、予め定められた転送先電話機に携帯電話機２０により転送された着信信号である照会転
送信号を、携帯電話機２０に再度転送する信号である。
【００５２】
　図４は、本発明の一実施形態の通信システム４０の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【００５３】
　送受信部１は、外部携帯電話機２２から携帯電話通信網２３および送受信用アンテナ２
を介して、着信信号を受信すると、その着信信号を復調し、復調した着信信号を制御部７
に送信する（ステップＳ１０１）。
【００５４】
　制御部７は、送受信部１から着信信号を受信し、その着信信号から発信元電話番号情報
として発信元の電話機である外部携帯電話機２２の電話番号情報を抽出する。制御部７は
、抽出した発信元電話番号情報を、記憶部４に記憶された電話帳データベース内の通信先
電話番号情報のそれぞれと照合して、抽出した発信元電話番号情報が通信先電話番号情報
として記憶部４に記憶されているか否かを判断する（ステップＳ１０２）。
【００５５】
　ステップＳ１０２にて、抽出した発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として記憶
部４に記憶されている場合、制御部７は、発信元の電話機と音声電話通信を行うことを許
可し、発信元電話話番号情報を許可電話番号情報に設定する（ステップＳ１０３）。
【００５６】
　そして、制御部７は、呼出部５を用いて、許可携帯電話機からの着信を通知し、かつ、
許可電話番号情報として、発信元電話番号情報を表示部６に表示する（ステップＳ１０４
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）。
【００５７】
　その後、制御部７は、操作部３から、通話接続入力信号を受信したか否かを判断する（
ステップＳ１０５）。
【００５８】
　操作部３から、通話接続入力信号を受信しない場合、制御部７は、ステップＳ１０５の
処理に戻る。
【００５９】
　制御部７が、操作部３から通話接続入力信号を受信した場合、許可携帯電話機として、
発信元の電話機である外部携帯電話機２２と音声電話通信を開始する（ステップＳ１０６
）。
【００６０】
　ステップＳ１０２にて、抽出した発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として記憶
部４に記憶されていない場合、制御部７は、着信信号に、携帯電話機２０の電話番号情報
を転送元電話番号情報として設定する。さらに、制御部７は、記憶部４から所定通信先電
話番号情報を取得して、着信信号に、所定通信先電話番号を照会転送信号の転送先電話番
号情報として設定する。制御部７は、転送元電話番号情報および転送先電話番号情報を設
定した着信信号を照会転送信号として送受信部１に送信する。
【００６１】
　送受信部１は、制御部７から、照会転送信号を受信すると、照会転送信号を変調して、
変調した照会転送信号を、携帯電話通信網２３を介して、転送先携帯電話機２１に送信す
る。転送先携帯電話機２１の送受信部１１は、送受信用アンテナ１２を介して、照会転送
信号を受信して、照会転送信号を復調して、復調された照会転送信号を管理部１７に送信
する（ステップＳ１０７）。
【００６２】
　管理部１７は、送受信部１１から照会転送信号を受信して、照会転送信号から、発信元
電話番号情報として外部携帯電話機２２の電話番号情報と、転送元電話番号情報として携
帯電話機２０の電話番号情報とを抽出する。管理部１７は、呼出部１５を用いて、照会転
送信号の着信を通知し、かつ、発信元電話番号情報と、携帯電話機２０から着信信号が転
送された旨とを表示部１６に表示する（ステップＳ１０８）。
【００６３】
　そして、管理部１７は、操作部１３から転送接続入力信号を受信したか否かを判断する
（ステップＳ１０９）。
【００６４】
　管理部１７は、操作部１３から転送接続入力信号を受信しない場合、ステップＳ１０９
の処理に戻る。
【００６５】
　管理部１７は、操作部１３から、転送接続入力信号を受信した場合、発信元の電話機で
ある外部携帯電話機２２と音声電話通信を開始する（ステップＳ１１０）。
【００６６】
　その後、管理部１７は、操作部１３から、許可入力信号を受信したか否かを判断する（
ステップＳ１１１）。
【００６７】
　ステップＳ１１１にて、操作部１３から、許可入力信号を受信しない場合、管理部１７
は、操作部１３から、通話切断入力信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ１１２
）。
【００６８】
　ステップＳ１１２にて、操作部１３から、通話切断入力信号を受信しない場合、管理部
１７は、ステップＳ１１１の処理に戻る。
【００６９】
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　ステップＳ１１２にて、管理部１７は、操作部１３から、通話切断入力信号を受信した
場合、発信元の電話機である外部携帯電話機２２と音声電話通信を終了する（ステップＳ
１１３）。
【００７０】
　ステップＳ１１１にて、操作部１３から、許可入力信号を受信した場合、管理部１７は
、着信信号の転送元電話番号情報を、転送先携帯電話機２１の電話番号情報に変更する。
さらに、管理部１７は、着信信号の転送先電話番号情報を、抽出した照会転送信号の転送
元電話番号情報である携帯電話機２０の電話番号情報に変更する。管理部１７は、転送元
電話番号情報および転送先電話番号情報を変更した着信信号を許可転送信号として送受信
部１１に送信する。
【００７１】
　送受信部１１は、管理部１７から、許可転送信号を受信して、許可転送信号を変調して
、変調された許可転送信号を、送受信用アンテナ１２および携帯電話通信網２３を介して
、携帯電話機２０に送信する（ステップＳ１１４）。
【００７２】
　送受信部１は、許可転送信号を、携帯電話通信網２３および送受信用アンテナ２を介し
て受信する。送受信部１は、許可転送信号を復調して、復調された許可転送信号を、制御
部７に送信する。
【００７３】
　制御部７は、送受信部１から許可転送信号を受信する。制御部７は、許可転送信号から
転送元電話番号情報として転送先携帯電話機２１の電話番号情報を、発信元電話番号情報
として外部携帯電話機２２の電話番号情報を抽出する。制御部７は、抽出した転送元電話
番号情報を、記憶部４に記憶された電話帳データベース内の所定通信先電話番号情報と照
合する。制御部７は、抽出した転送元電話番号情報が所定通信先電話番号情報と同じであ
るか否かを判断する。抽出した転送元電話番号情報が所定通信先電話番号情報と同じであ
るので、制御部７は、発信元の電話機との音声電話通信を許可し、発信元電話番号情報を
許可電話番号情報に設定する（ステップＳ１１５）。
【００７４】
　ステップＳ１１５の処理を終了すると、制御部７はステップＳ１０４の処理を実行する
。
【００７５】
　以上、説明したように、本実施形態によれば、携帯電話機２０において、送受信部１は
、外部携帯電話機２２を示す発信元電話番号情報を含む着信信号と、外部携帯電話機２２
との音声電話通信を許可する旨の許可転送信号とを受信する。記憶部４は、転送先携帯電
話機２１を含む複数の電話機のそれぞれを特定する複数の通信先電話番号情報を記憶する
。制御部７は、送受信部１が着信信号を受信した場合、着信信号に含まれる発信元電話番
号情報が通信先電話番号情報として記憶部４に記憶されていると、外部携帯電話機２２と
の音声電話通信を許可し、発信元電話番号情報が通信先電話番号情報として記憶部４に記
憶されていないと、発信元電話番号情報を転送先携帯電話機２１に通知し、許可転送信号
を送受信部１が受信すると、外部携帯電話機２２との音声電話通信を許可する。
【００７６】
　このため、外部携帯電話機２２の発信元電話番号情報が記憶されていなくても、発信元
電話番号情報が転送先携帯電話機２１に通知され、その後、許可転送信号が受信されると
、外部携帯電話機２２との音声電話通信が許可される。したがって、発信元電話番号情報
が記憶されていなくても、緊急の要件の場合には、発信元の電話機と音声電話通信が可能
になるので、トラブルを回避しつつ、緊急な要件を受信者３０に伝えることが可能になる
。
【００７７】
　また、本実施形態では、携帯電話機２０において、制御部７は、着信信号を転送先携帯
電話機２１に転送することで、発信元電話番号情報を転送先携帯電話機２１に通知する。
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　このため、転送先携帯電話機２１は、外部携帯電話機２２と音声電話通信を行うことが
できるので、受信者３１は、好ましくない人物からの着信か否かをより正確に判断するこ
とが可能になるので、受信者３０がトラブルに巻き込まれる可能性をより低くすることが
可能になる。
【００７９】
　また、本実施形態では、許可転送信号は、転送先携帯電話機２１から転送された着信信
号である。
【００８０】
　このため、携帯電話機２０は、転送先携帯電話機２１から許可転送信号を受信すると、
すぐに外部携帯電話機２２と音声電話通信を開始することができるので、受信者３０に緊
急な要件をより早く伝えることが可能になる。
【００８１】
　以上説明した実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構
成に限定されるものではない。
【００８２】
　例えば、上記の実施形態では、電話機として携帯電話機を例に説明していたが、電話機
は、携帯電話機に限らず、固定電話機でもよい。
【符号の説明】
【００８３】
１、１１　送受信部
２、１２　送受信用アンテナ
３、１３　操作部
４　記憶部
５、１５　呼出部
６、１６　表示部
７　制御部
１７　管理部
２０　携帯電話機
２１　転送先携帯電話機
２２　外部携帯電話機
２３　携帯電話通信網
３０　受信者（子供、老人）
３１　受信者（保護者）
３２　発信者
４０　通信システム
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